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組織運営の在り方に係る「大綱方針」 

県警察においては、平成28年４月、組織体制の見直し等の「大綱方針」を策

定し、警察署の統合及び交番・駐在所等の再編に取り組んできたものであり、

それぞれの分野において一定の成果が見られたところである。 

一方で、大綱方針の策定当時と現在の情勢を比較すると、科学技術の発展や

南海トラフ巨大地震の被害想定の見直しが行われたほか、治安情勢においては

特殊詐欺やサイバー犯罪等の巧妙化・多様化が見られ、減少傾向にあった刑法

犯認知件数は、近年増加に転じている。 

こうした情勢に的確に対応するため、県警察においては、次の10年間に向け

た長期的計画として、組織運営の在り方に係る「大綱方針」を策定した。 

今後、この方針に基づき、実施時期や内容等を盛り込んだ具体的計画を策定

した上、実現に向けた取組を進める。 

１ 人材を一層有効に活用するための取組 

限られた人材をこれまで以上に有効活用するため、柔軟な運用が可能にな

るよう業務の最適化を図る。 

 (1) 情勢に応じた警察活動の最適化   

事件事故の発生状況等管内の治安情勢及び社会経済情勢並びに警察に対

する要望を分析し、時間や場所に応じた柔軟な活動及び運用が可能となる

よう、警察本部及び警察署並びに隣接警察署間の業務分担の在り方など、

警察活動の最適化を図る。 

 (2) 変容する治安事象に的確に対応するための組織体制等の構築 

特殊詐欺やサイバー犯罪等、日々、変容する治安事象に的確に対応する

ため、体制及び人的・物的基盤の強化を図るとともに、産官学の連携によ

り先端知見の共有や人材育成を推進し、複雑化する脅威に対する対処能力

を強化する。



 (3) 働き方改革の更なる推進と優秀な人材の確保 

ＤＸの導入やＡＩの活用等により業務の合理化及び効率化を図り、柔軟

な勤務形態を取り入れることで、ワークライフバランスの実現に向けた働

き方改革を推進する。

また、戦略的なブランディングにより、本県及び県警察の魅力の発信を

行うほか、社会人経験者や中途退職者の採用、採用試験制度の見直し等、

社会経済情勢に応じた効果的な施策を積極的に取り入れ、優秀な人材の安

定的な確保に努める。

２ 先端技術等の活用による警察活動の更なる高度化 

刑事手続を始めとした警察活動において、情報通信技術を活用した取組を

積極的に推進し、デジタル社会に対応した警察基盤の構築を図るとともに、

ＲＰＡによる業務自動化やＡＩの導入による情勢予測及び施策の最適化な

ど、先端技術の利活用方策について検討を進める。 

また、大規模災害や通信障害等の有事においても確実に情報伝達を行うた

め、通信基盤の拡充を図る。

併せて、先進的なドローン技術と通信基盤を連携させることで、災害時等

の映像送信・情報収集活動はもとより、平時の防犯活動や犯罪捜査等の高度

化及び効率化を図るなど、各種先端技術製品の活用による警察活動の高度化

を推進する。

３ 社会経済情勢等の変化に柔軟に対応する警察機能と活動基盤の最適化 

本県における今後の社会経済情勢等の変化を勘案し、警察機能の柔軟性を

確保するとともに、活動基盤の最適化を図る。 

 (1) 警察署等の在り方検討 

交通インフラの整備や人口動態等の地域情勢及び社会経済情勢の変化の

ほか、警察署や職員宿舎等の施設の老朽化状況等も踏まえ、隣接警察署間

の連携強化や統合も含めた管轄区域の見直しなど、将来を見据えた警察署

及び関係施設の在り方の検討を進める。 

 (2) 交番・駐在所の在り方検討 

「徳島県警察・地域警察再編計画」の進捗状況や管内の治安情勢等を踏



まえるとともに、限られたリソースの中で地域警察活動を最適化するとの

観点から、交番・駐在所・警察官立寄所の更なる再編及び施設整備の検討

を進める。

また、日勤制交番や移動型交番といった柔軟な運用形態の拡充検討を行

う。

 (3) 交通安全施設の在り方検討

将来にわたって交通安全施設の機能を維持し、安全で円滑な交通を確保

するため、既存の交通安全施設について、その利用状況や地域の実情を踏

まえて必要性・合理性を再検討し、真に必要性の認められる箇所への移設

や撤去を進めていくことにより、戦略的なストック管理を推進する。  

 (4) 大規模災害への対応 

南海トラフ巨大地震の被害想定の見直し等に伴い、災害発生時に活動拠

点となる警察本部庁舎、警察署等の既存施設について、防災機能の強化、

装備の整備、通信の確保等の観点から改めて施設の在り方を含めた点検と

対策を行い、大規模災害への備えに万全を期す。 

４ 具体的計画の策定と実施時期 

本大綱方針は、今後の組織運営の方向性を概括したものであり、今後、本

大綱方針に則って各種施策を推進するとともに、必要に応じて個別の具体的

計画を策定するものとする。 

また、実施に当たっては、関係者に対して可能な限り具体的な実施時期や

スケジュールを示した上で丁寧な説明を行うこととし、情勢の変化等が見ら

れた場合には、柔軟にこれを見直すこととする。 


